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平成３０年度 

 

第３回佐久市国民健康保険運営協議会議事録 

  

 日 時  平成３１年１月１０日（木） 午後１時３０分～午後２時３０分  

  

 会 場  佐久市役所 ８階 大会議室  

 

 

出席委員   １２名  

公益を代表する委員 ４名 

保険医等を代表する委員  ３名 

被保険者を代表する委員 ４名  

被用者保険等の保険者を代表する委員 １名  

  

欠席委員    ８名  

事務局     ４名  
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１ 開 会  

  

情報公開の承認等  

  

２ 会長あいさつ  

  

 部長あいさつ  

  

３ 議事録署名委員の氏名（２名）   栁澤委員、清水委員  

  

４ 会議事項  

  

（会 長）   

・（１）諮問に係る答申書の内容について、昨年１２月２１日に開催した第２回

の協議会において、平成３１年度からの佐久市国保税率等については「据え置

き」とすること、また、保険料率等の統一に向けた「３方式」への移行時期に

ついて長野県におけるスケジュールが示される２０２１年度以降とするとい

う方針を決定いただいた。本日は、「答申書」の内容についてご協議をお願い

する。それでは、答申書（案）について事務局より説明をお願いします。   

 

（事務局）  

○佐久市国民健康保険税率等の見直しについて（答申）【案】を朗読 

（朗読内容 略） 

（補足説明） 

・各課税額に係る賦課限度額並びに一定の所得以下に適用される被保険者均等

割及び平等割の軽減（７割、５割、２割）については、法令改正に合わせて改

定するよう記載している。 

・賦課限度額については、現在基礎課税分が５８万円、後期高齢者支援金分が１

９万円、介護納付金分が１６万円となっており、毎年、国で法令改正があり、

それぞれ引き上げられている。平成３１年度分についても、税制改正大綱が閣

議決定されており、基礎課税分について、３万円上がる予定である。 

・例年３月末に法令改正が行われ、４月１日が賦課期日のため、条例改正は専決

処分にて改正させていただいている。本来は運営協議会にて協議をいただく

事項であるが、法令改正に合わせての改正を行うものであり、答申（案）に記

載させていただくことで了承いただき、改正させていただいている。 

・また、被保険者の均等割、平等割の低所得者に対する軽減制度については、現
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在７割、５割、２割の軽減をしている。こちらも、これまで、賦課限度額の引

き上げに合わせて、法令改正により軽減対象の拡大が行われている。 

平成３１年度分においても、５割軽減については５千円、２割軽減については 

１万円基準額が引き上げられ、軽減対象の拡大が行われる予定であるため、合

わせてお願いしたい。 

 

（会 長） 

・事務局より説明があったが、この「答申書」（案）の内容について、委員の皆

さんからご意見等がありますか。 

（委 員） 

・１ページ目の下から４行目の「不断の制度改善」とは、具体的にどのようなこ

とを言うのか。 

（事務局） 

・「不断の制度改善」について、毎年制度改善はされてはいるが、国保特有の課

題など（例えば低所得者が多いことなどに対する改善）を想定している。平成

３０年度の改革で終わりと言うのではなく、問題があれば改善していくこと

が必要であり、断ち切ることのない制度改善を国へ要望していきたいと考え

ている。 

（委 員） 

・このような制度改善は協議会で検討するということではなくて、事務局の方で

検討して要望していくということか。 

（事務局） 

・国保は法律・政令で定められていることがほとんどであるので、そのような部

分は、国に制度改善を要望していかなければならない。裁量のある部分は、県・

市での話となるが、根幹に関わる部分は国でないと制度改善は出来ないので、

そういったことは、これからも要望していきたいと考えている。 

 

（その他、委員・事務局より２か所字句の訂正等の発言あり） 

 

（会 長） 

・他にご意見がなければ、訂正箇所が多少あるが訂正いただいて、 

平成３１年度からの国民健康保険税率等の見直しについての諮問への答申

は、ただいまの「答申書」（案）とすることでご異議ありませんか。 

（委 員） 

・異議なし 
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（会 長） 

・（２）その他について、事務局より何かありましらお願いします。 

（事務局） 

・特にありません。 

 

（会 長） 

・５の「その他」について、事務局より何かありましたらお願いします。 

（事務局） 

・議事録署名について、前回と今回の分を合わせて、議事録が整ったところで、

出席された皆さんに確認をいただいた上で、署名委員の方に署名していただ

くようお願いしたい。 

・ただ今お決めいただいた「答申書」については、後日会長より市長へ答申する

のでご承知おき願いたい。 

 

（会 長） 

・先程事務局の方から説明があったが、修正箇所については、会長と職務代理に

一任いただきたい。 

・それでは、特にないようですので、本日の日程につきましては、すべて終了い

たしました。進行を事務局に戻します。 

 

 

８ 閉 会 

 議事録署名委員 

 

議事録抄本には議事録署名委員の署名・押印をいただいてあります。 


